
  

障がい者地域生活支援センター「りーど」として、平成 26 年度からの制度の

動向に着目していきたいと思います。国の制度の改変は、大きく 4 つ挙げられま

す。 

1 つ目は、『障がい程度区分』から『障がい支援区分』に変わります。 

2 つ目は、『サービス等利用計画』策定が障がい福祉サービスを利用するすべて

の方に適用され今年度は、居宅介護等を利用している方を中心に策定されます。

今後はこの計画が無ければサービスを利用することができなくなります。 

3 つ目は、『ケアホーム』という名称が無くなり『グループホーム』に一本化さ

れます。新しいサービスの委託型では、ホームヘルプの支給時間が最重度の方で

も月に 31 時間しか認められない等、障がいの重い人にとって厳しい内容となっ

ています。 

4 つ目は、重度訪問介護が現行の重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障が

い者・精神障がい者に対象を拡大されます。 

 以上のことは、当事者やその家族は制度の情報がほとんど周知されず、理解の

浸透が図られていないのが現状です。しかし、制度はやってきてある日、突然か

のように生活が一変し、不安でいっぱいになることが想定されます。障がい者地

域生活支援センター「りーど」として地域での役割を担えるように情報を発信し

啓発していくことを使命としていきたいと思います。 

副センター長 豊村佳代子 

 

〒814－0153福岡市城南区樋井川４－1－11  2014年 4月 1日発行 

ヘルパーステーションほっとほっと  092(866)1622     ケアホームすてっぷ 092(834)3365 

福岡市城南区知的障がい者相談支援センター 092(874)7907   短期入所葦の家りーど 092(834)3368 

りーど通信 Vol.4  

 

障がい者地域生活支援センター 

障がい福祉の制度が変わります 

○ケアホームの名前が変わりました。法改正に伴い、現在のケアホームが「グループホー

ム」に一本化されました。グループホームに変わっても仲間への必要な支援は変わりあ

りません。 

○体験利用者の方々もすっかりおなじみの方々がお見えになられて 

スタッフも仲間もすっかり打ち解けて参りました。 

仲間の皆様も楽しみに来られているみたいで職員もより良い支援 

をして参りますように心掛けています。 

○恵方巻きしました！！節分の行事の中で豆まきと恵方巻つくりをしました。（↑写真） 

 

○新任職員紹介 

佐々木篤（ささきあつし）：入居者の皆様が生活の主体者として居心地の 

良いホームになれるように頑張ります。よろしくお願いいたします。 

髙野優（こうのすぐる）：自分の支援技術と仲間のADL向上を 

目指してこれから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○ブログ紹介 

5月 1日からブログ始めます! 

利用者の皆様の様子、ヘルパーの紹介など色々楽しくやっていけたら良いなぁ～（*^_^*） 

是非チェックしてみてくださいね♪ 

○新任職員紹介 

 舩戸雪華（ふなとゆきか）：仲間の気持ちに寄り添って一生懸命 

頑張りますのでよろしくお願いします。 

グループホームすてっぷ 

りーどにたんぽぽ

が咲きました 

ヘルパーステーションほっとほっと 


